
 
 
 

放
送
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
承
認
を
求
め
る
の
件
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

今
般
の
日
本
放
送
協
会
の
新
会
長
選
出
過
程
に
お
け
る
情
報
の
錯
綜
及
び
混
乱
を
招
く
事
態
と
な
っ
た
経
営
委
員
会
の
体
制

の
不
備
は
、
公
共
放
送
の
経
営
に
関
す
る
最
高
意
思
決
定
機
関
と
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
国
民
の
信
頼
を
著

し
く
損
ね
た
。
ま
た
、
職
員
の
不
祥
事
も
後
を
絶
た
ず
、
由
々
し
き
事
態
と
な
っ
て
い
る
。 

協
会
及
び
政
府
は
、
か
か
る
深
刻
な
事
態
を
厳
粛
に
受
け
止
め
、
協
会
に
対
す
る
国
民
・
視
聴
者
の
信
頼
を
回
復
し
、
公
共

放
送
と
し
て
の
使
命
を
全
う
で
き
る
よ
う
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
経
営
委
員
会
は
、
協
会
の
業
務
執
行
の
監
督
及
び
経
営
に
関
す
る
最
高
意
思
決
定
機
関
と
し
て
、
そ
の
重
い
職
責
を
担
う

も
の
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
、
協
会
を
共
に
構
成
す
る
執
行
部
と
の
意
思
疎
通
を
十
分
に
図
り
な
が
ら
、
早
急
に
新

体
制
を
構
築
し
、
国
民
・
視
聴
者
か
ら
信
頼
さ
れ
る
公
共
放
送
の
発
展
の
た
め
の
努
力
を
行
う
こ
と
。 

ま
た
、
政
府
は
、
委
員
に
つ
い
て
は
、
全
国
、
各
分
野
か
ら
幅
広
く
、
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
十
分
な
経
験

と
見
識
を
有
す
る
者
が
選
任
さ
れ
る
よ
う
配
意
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
委
員
の
人
選
の
在
り
方
に
つ
い
て
十
分
な
検
討
を

行
う
こ
と
。 

 

二
、
協
会
は
、
内
部
統
制
機
能
の
強
化
に
よ
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
徹
底
に
努
め
る
と
と
も
に
、
職
員
の
一
人
一
人
が
、
視

聴
者
の
目
線
に
立
ち
、
公
共
放
送
に
携
わ
る
者
と
し
て
の
高
い
倫
理
意
識
を
確
立
し
、
組
織
一
体
と
な
っ
て
改
革
に
取
り
組

む
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
取
組
の
状
況
を
広
く
国
民
・
視
聴
者
に
説
明
し
、
信
頼
の
回
復
に
最
善
を
尽
く
す
こ
と
。 

 

三
、
協
会
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
国
民
が
必
要
と
す
る
地
域
生
活
に
密
着
し
た
正
確
な
情
報
や
最
新
ニ
ュ
ー
ス
を
時
宜
に

応
じ
て
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
緊
急
報
道
体
制
の
更
な
る
充
実
・
強
化
に
努
め
る
こ
と
。 

ま
た
、
今
回
の
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
お
い
て
は
、
放
送
さ
れ
る
情
報
が
被
災
者
に
適
切
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
最
善
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を
尽
く
す
と
と
も
に
、
そ
の
後
の
被
災
者
の
状
況
を
含
め
被
災
地
の
復
興
過
程
が
国
民
・
視
聴
者
に
伝
わ
る
よ
う
配
意
す
る

こ
と
。 

さ
ら
に
、
被
災
者
へ
の
受
信
料
免
除
、
風
評
被
害
を
防
止
す
る
た
め
の
正
確
な
情
報
の
伝
達
、
節
電
の
啓
発
等
を
行
う
こ

と
。 

 

四
、
政
府
は
、
放
送
が
災
害
時
等
に
お
け
る
貴
重
な
情
報
源
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
共
聴
施
設
の
改
修
や
経
済
的
弱
者
等
の

世
帯
に
お
け
る
受
信
設
備
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
支
援
等
に
あ
ら
ゆ
る
対
策
を
講
じ
、
地
上
放
送
の
完
全
デ
ジ
タ
ル
化
の
円
滑
な

実
現
に
万
全
を
期
す
こ
と
。
特
に
災
害
被
災
地
域
に
つ
い
て
は
、
そ
の
状
況
を
把
握
し
て
適
切
な
対
応
を
行
う
こ
と
。 

 

五
、
協
会
は
、
国
民
・
視
聴
者
と
の
信
頼
関
係
に
基
づ
き
負
担
さ
れ
る
受
信
料
に
よ
り
維
持
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
深
く
認

識
し
、
公
平
負
担
の
観
点
か
ら
も
、
契
約
の
締
結
と
受
信
料
の
収
納
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
公
共
放
送
の
存
在
意
義
と
受
信

料
制
度
に
対
す
る
国
民
の
理
解
促
進
に
努
め
る
こ
と
。 

 

六
、
協
会
は
、
放
送
が
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
の
重
大
性
を
強
く
自
覚
し
、
放
送
の
自
律
性
、
不
偏
不
党
性
を
確
保
し
て
、
真
実

に
基
づ
く
報
道
、
豊
か
で
良
質
な
番
組
の
放
送
に
一
層
努
め
る
こ
と
。 

 

七
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
へ
の
移
行
等
、
放
送
を
め
ぐ
る
環
境
が
大
き
く
変
化
す
る
中
に
お
い
て
、
引
き
続
き
協
会
が
新
し
い
時
代

の
放
送
の
担
い
手
と
し
て
先
導
的
役
割
を
果
た
す
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
新
時
代
の
公
共
放
送
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
検

討
す
る
こ
と
。 

 

八
、
高
齢
者
、
障
害
者
に
関
わ
る
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ィ
バ
イ
ド
の
解
消
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
字
幕
放
送
、

解
説
放
送
等
の
更
な
る
拡
充
を
図
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


